
先行的IoTモデル事業に係る「飲酒運転防止システム開発委託業務」 

企画提案公募実施要領 

 

１ 事業の目的 

本事業は、先行的IoTモデル事業に係る飲酒運転防止システムの開発に関する業務を

委託するものである。 

（先行的IoTモデル事業とは） 

福岡県内の中小企業におけるIoT関連の取組みを活性化させることを目的として、地

域企業によるIoT活用による製品化の先行的な成功事例を生み出すためのモデル事業で

ある。 

 

２ 事業の内容等 

  別途提示する業務委託仕様書のとおり 

  

３ 事業実施期間 

  契約の日から平成２９年３月３１日まで 

 

４ 予算規模 

  ９，９９９，９３６円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

５ 参加資格要件 

（１）福岡県内に本店又は営業所等の事業所を有する中小企業であること。 

※ 本事業における中小企業とは、中小企業法第２第１項各号のいずれかに該当す

るものとする。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参

加者の資格）が規定する者に該当しないこと。 

（３）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成２２年３月１８日２

１総セ第２８４８２号）に基づく指名停止期間中でない者。 

（４）委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要

な経営基盤を有していること。 

 

６ 企画提案公募実施手続 

（１） 企画提案書類の提出等 

 

提出書類 提出部数 提出期限 提出方法 提 出 先 

参加申込書提出 1部 1月 6日（金）

17時必着 

FAX 

電子メール 

092-483-1216 

info@f-ruby.com 

企画提案応募書 1部 1月 11日（水）

17時必着 

持参 〒812-0013 

福岡市博多区博多駅

東 1-17-1 

福岡県福岡東総合庁

法人の概要 1部 

企画提案書（※） 

(Ａ４版、片面印刷） 

1部 



見積書 1部 舎 5階 

福岡県 Ruby・コンテ

ンツ産業振興センタ

ー 

福岡県 Ruby・コンテ

ンツビジネス振興会

議 佐藤宛 

 

（※）企画提案書については、下記内容について記載するものとする。 

 企画のねらい（テーマ） 

 開発するシステムの内容 

 実施体制 

 実施スケジュール 

 仕様書及び基本計画書で提案書に記載することが定められた事項 

 その他本業務実施にあたりアピールできること      

 

（２）応募の無効 

   本要領に示した公募参加の資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした者の応募は

無効とする。 

  

（３）その他 

  ①提出された企画書等は委託先の選定のみに使用する。 

  ②企画書の作成に要した費用、その他参加に要した経費については参加者負担とする。 

  ③提出された企画書等は、採用の有無に関わらず返却しない。 

  

７ 事業者の選定について 

（１）選考方法 

   提出された企画提案書の内容及び価格について審査会において総合的に審査し、優

秀な提案を行った事業者を選定する。 

   

（２）主な審査項目 

  ① 県内の中小企業における IoT関連の取組みを活性化させるような事例となってい

るか。 

② 当該システムを開発するための技術、実績を有しているか。 

③ 実現性の高い実施内容となっているか。 

 

８ 企画提案公募スケジュール(案) 

 日  時 提出先 

参加申込書提出〆切 1月 6日（金）17時必着 福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議 

企画提案書類提出〆切 1月 11日（水）17時必着 福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議 

受託予定者決定通知 1月 16日（月） ― 

 



９ 契約について 

  選定された事業者（以下「受託者」）と委託契約を締結する。 

（１）契約にあたっては、選考された提案をもとに細部について県と打合せを行うものと

する。なお、契約締結に係る諸費用（印紙代等）は、受託者の負担とする。 

 

（２）契約にあたっては、福岡県財務規則第１６９条の規定により、契約金額の１００分

の１０以上の金額を契約保証金として福岡県に納めること。なお、この契約保証金は、

契約が支障なく履行されたときは、契約期間満了時に全額返還する。 

また、福岡県を被保険者とする履行保証契約を保険会社と締結された場合や過去 2

年間の間に県若しくは他の地方公共団体と種類及び同規模の契約を数回以上にわた

り締結し、これをすべて誠実に履行した場合等など、契約保証金が減免される場合が

ある。 

 

（３）委託料は、事業の実施に必要な全ての経費（人件費、旅費、通信運搬費、消耗品費、

印刷製本費、賃借料、謝金、保険料 等）を含むものとし、原則として領収書等で確

認できるものを対象とする。 

ただし、受託者による会合や飲食費や、委託業務とは直接関係のない経費や、備品

の購入など受託者の財産取得となる経費は対象外とする。 

 

（４）福岡県暴力団排除条例の施行に伴い、契約にあたっては、「誓約書」を提出するこ

と。また、契約締結後に受託者が暴力団関係者に該当すると判明した時は、当該契約

を解除するとともに違約金を徴収する。 

 

１０ 事業報告 

  委託期間満了後、速やかに事業実績報告書を提出すること。 

  なお、事業実施に要した経費については、収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理

状況を明確にしておくこと。 

 

１１ 問い合わせ先 

  福岡県 Ruby・コンテンツビジネス振興会議 佐藤 

  TEL：092-483-1225  FAX：092-483-1216 

 

 

 


